
 京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。 

  平成２９年３月３１日 

                            京都市公営企業管理者   

                            交通局長 山本 耕治   

京都市交通局管理規程第１７号 

   京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程 

 京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を次のように改正する。 

 第３条に次の１項を加える。 

５ 前項に定める定期券のうち，第１号及び第２号にあっては，紙を用いた定期券（以下

「紙定期券」という。）及び電子的方法により情報を記録した定期券（以下「ＩＣ定期

券」という。）を発売し，第３号から第７号にあっては，紙定期券を発売する。 

 第４条第１項の表回数券の項を次のように改める。 

回数券 自動車部営業所（以下「営業所」という。），案内所及び定期券発

売所 

 第１８条第３項中「通勤定期券」の右に「及び通学定期券（甲）」を加える。 

 第２１条に次の１項を加える。 

６ 第１項に定める定期券払戻申請書の様式は，第２号様式のとおりとする。 

 第２６条第１項中「（学期券を除く。）」を削り，「７日前」を「１４日前」に改め，

「ただし，第３９条の２の規定により継続発売する場合及び学期券を発売する場合は，通

用期間の開始日の１４日前から発売する。」を削る。 

 第３７条第２項中「市バス・地下鉄通勤定期券申込書（以下「通勤定期券申込書」とい

う。）」を「定期券購入申込書（以下「定期券購入申込書」という。）」に改め，同条第

３項中「通勤定期券申込書」を「定期券購入申込書」に改める。 

 第３７条の２第２項中「必要事項を記入した市バス・地下鉄通学定期券申込書（以下「通

学定期券申込書」という。）」を「定期券購入申込書」に改め，同条第３項を削る。 

 第３７条の３第２項中「通勤定期券申込書及び通学定期券申込書を」を「通勤及び通学

に係る定期券購入申込書をそれぞれ」に改める。 

 第３７条の４第１号中「通勤定期券申込書又は通学定期券申込書，もしくはその両方」

を「定期券購入申込書」に改める。 

 第３９条第２項中「，通勤定期券」の右に「又は通学定期券」を加え，「通勤定期券申



込書を，通学定期券を購入する場合は各人別の通学定期券申込書」を「定期券購入申込書」

に，「通勤定期券申込書及び通学定期券申込書を」を「通勤及び通学に係る定期券購入申

込書をそれぞれ」に改める。 

 第３９条の２中「通用期間の開始日の１４日前から」を「第２６条に定める発売期間か

ら継続して」に改める。 

 第５８条第１項中「第２１条第２項第２号」を「第２１条第３項第１号」に改め，「，

第２項及び第３項」を削り，同条第２項中「，介護者」を「，旅客」に，「介護者が介護

をする身体障害者，第５３条第１項第３号に掲げる者又は知的障害者」を「旅客の介護者」

に改める。 

 第６４条第１項第１０号を同項第１１号とし，同項第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 乗車開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。 

 第６６条中「，購入証」を削る。 

 別表第３第２号中 

「 

520 18,000 51,300 97,200 58,710 65,550 43,320

                                      」を 

「 

520 18,000 51,300 97,200 58,710 65,550 43,320
市内中心フリー
(230) 

7,920 22,570 42,770 25,830 28,840 19,060

市内中心＋高雄
地域フリー(250) 

8,640 24,620 46,660 28,180 31,460 20,790

市内中心＋高雄
地域フリー拡大
版(370) 

12,960 36,940 69,980 42,270 47,200 31,190

市内中心＋桂地
域フリー(270) 

9,360 26,680 50,540 30,530 34,090 22,530

市内中心＋桂・
洛西地域フリー
(300) 

10,440 29,750 56,380 34,050 38,020 25,130

桂・洛西地域フ
リー(240) 

8,280 23,600 44,710 27,010 30,150 19,930

」に

改める。 

 

 



 別表第４中 

「 

桂・洛西地域フリー 28号の松尾大

社前～松尾橋

間 

西1号，西2号，臨西2号，西3号，特西3号，西4号，特西4号，西5号，臨西

5号，西6号及び西8号の全線並びに29号の洛西バスターミナル～松尾橋間，

33号の洛西バスターミナル～桂小橋間，特33号の洛西バスターミナル～東

側町間，42号の中久世～洛西口駅前間，69号の桂川小学校前～桂駅東口間，

70号の小畑川公園北口～桂川小学校前間，73号の洛西バスターミナル～西

京極間，南1号の中久世～桂駅東口間及び特南1号の桂駅東口～中久世間 

」を 

「 

桂・洛西地域フリー  西1号，西2号，臨西2号，西3号，特西3号，西4号，特西4号，西5号，臨西

5号，西6号及び西8号の全線並びに29号の洛西バスターミナル～松尾橋間，

33号の洛西バスターミナル～桂小橋間，特33号の洛西バスターミナル～東

側町間，42号の中久世～洛西口駅前間，69号の桂川小学校前～桂駅東口間，

70号の小畑川公園北口～桂川小学校前間，73号の洛西バスターミナル～西

京極間，南1号の中久世～桂駅東口間及び特南1号の桂駅東口～中久世間 

」に

改める。 



 第１号様式を次のように改める。 

第１号様式（第３７条関係） 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考１ 縦２１．０センチメートル・横１４．８センチメートルとする。 

   ２ 裏面は，無地とする。 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式の次に次の様式を加える。 

 第２号様式（第２１条関係） 

（表面） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考１ 縦２９．７センチメートル・横２１．０センチメートルとする。 
  ２ 裏面は，無地とする。 

   附 則 

この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

（交通局営業推進室） 
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